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県内での感染拡大を踏まえた今後の対応方針（案）

令和２年11月18日

静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部

本日、本県の新型コロナウイルスの感染者が７５人と過去最高を更新し、

明らかに感染フェーズが変わりつつあり、静岡県感染症対策専門家会議か

らは、本県の感染流行期を「感染移行期 後期」から「感染まん延期 前

期」に移行する必要があるとの助言があった。

県としては、専門家会議の評価を踏まえ、県内の感染流行期を「感染ま

ん延期 前期」と判断し、感染拡大防止と医療崩壊を防ぐため、以下の対

応方針により、必要な対策を実施する。

１ 感染流行期 「感染まん延期 前期」に引き上げ

警戒レベル 「レベル４（県内警戒・県外警戒）」を継続

２ 検査体制、医療提供体制の確保

○抗原定量検査機器の活用などによる感染拡大地域における広範囲な検

査や福祉施設の一斉検査の実施

○現在確保している300床の入院病床と宿泊療養施設379室に加え、今後

の感染拡大を踏まえ、速やかに入院病床を拡充

３ 施設・事業者の感染防止対策

○施設、業種ごとの感染防止ガイドラインの再度の点検、徹底を要請

○店舗、職場のこまめな換気や国の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」の活

用を要請
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４ 県民の感染防止対策

○「外出時や会話時のマスクの着用」、「こまめな手洗いの徹底」、「人と

人との距離の確保」、「適切な換気の実施」など、県民一人ひとりの感

染防止対策の徹底の要請

○注意力低下や気の緩みによる感染リスクが高まる「５つの場面」の注

意喚起

①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間におよぶ飲食

③マスクなしでの会話 ④狭い空間での共同生活

⑤仕事から休憩室、喫煙所、更衣室等への居場所の切り替わり

５ 年末年始に向けた注意喚起

○年末年始に向け、帰省や旅行の分散、各企業における休暇の分散取得

への配慮の要請

○会食の際の「飲酒・飲食は少人数・短時間で」、「席の配置は斜め向

かいに」、「ガイドラインを遵守したお店で」、特に政府からは、５

人以上の飲食は大声になりがちとの見解が出ており、「大人数の会食

など感染リスクの高い行動の回避」を要請



◎（１）　④ ◎（２） （３）　⑥ （４）　③ ◎（５） （６）※　① （７）※　① ② ⑤

１週間の新規
感染者数

(人口10万人あた
り)

１週間の
感染経路
不明者数

感染経路
不明の

感染者率

ＰＣＲ等
検査陽性率

クラスター
発生状況

病床の占有率
重症者病床
の占有率

全療養者数
(人口10万人あた

り)

直近１週間と先
週１週間の新規
感染者数の比

較

感染まん延期　後期 ステージⅣ
910人以上
(25人以上)

― ― 最大確保病床（450）の50％以上 同左(63床)
910人以上
(25人以上)

感染まん延期　中期 ステージⅢ
546人以上
(15人以上)

― ―
最大確保病床の20％以上

現時点の確保病床の25％以上 同左
546人以上
(15人以上)

11/18～ 感染まん延期　前期 ステージⅡ
70人以上
(1.9人以上)

35人以上 50％以上 7％以上 ― ―

感染移行期　後期
35人以上

(0.94人以上)
14人以上 40％以上 5％以上 ― ―

感染移行期　前期
14人以上

(0.38人以上)
4人以上 30％以上 3％以上 ― ―

感染限定期 ステージⅠ
14人未満

(0.38人未満)
4人未満 30％未満 3％未満 ― ―

感染休止期 ― 4週連続0人 0人 ― 4週連続0％ ― ― ― ―

新型コロナウイルス感染状況把握のための評価指標と目安　【国ステージ導入版】

【感染流行期・ステージと各指標の目安値】
　
　　　　　　　　　　　　　　　　指標

　県感染流行期　　　　　　国ステージ

県の感染拡大状況評価指標（１）～（５）　(◎重点指標）　及び　県の病床ひっ迫状況指標※（６）（７）　、　国の感染状況指標①～⑥

50％以上 10％以上
先週より
多い

クラスターの
規模や状況等
により個別に

評価

　※地域の医療機関の実情を踏まえて
　　　総合的に判断するので、
　　　県は目安値を設定していない。



県内 県外 国外 県内評価 県外評価 国際評価

6 Ⅳ
感染まん延期

後期

5 Ⅲ
感染まん延期

中期

感染まん延期
前期

【注意】

【日常】 【日常】 【日常】 ほぼ終息

施設での感染防止対策を徹底
感染リスクの高い行為を回避
必要に応じて訪問自粛などの行動制限

県内者の県外への移動及び県外者の県内へ
の移動については対象地域に応じて行動制
限・注意を要請（注1）

（注1）県が更新・発表する地域の感染状況に応じた県境を跨ぐ移動制限区分に応じて判断
（注2）基本的感染対策：身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いなど
（注3）感染レベル低位の対策は、より高位のレベルでの対策に含まれる
 ※　県内評価の変更点（令和２年11月）：国の新型コロナウイルス感染症対策分科会（令和２年８月７日）で示された国警戒ステージ等を踏まえ、感染まん延期を、
　　「前期」・「中期」・「後期」の３段階に分けた。

感染終息

県内に関する行動制限無し
国内の全域
が感染終息

国内に関する行動制限無し
国外との行動制限が一部有り

【注意】
一部地域におい
ては感染が終息
していない

国内・国外のどことの関係でも行動制限無
し

国内・国外のどことの関係でも行動制限無
し

【ほぼ日常】

0-1
【日常】

【日常】
（出入国

　　制限あり）

【特別警戒】

4

県境を越える移動可。ただし、感染者の多
い地域への移動/同地域からの移入は注意

３密を極力回避。基本的な感染対策（注
２）の励行など「新しい生活様式」を心が
ける。感染弱者へ配慮

【注意】

感染休止期
３密をできる限り回避。基本的な感染対策
（注２）の励行。感染弱者へ配慮1-1

【ほぼ日常】

県内の感染状況を踏まえた不要不急の外出
自粛や営業時間短縮の要請を含む必要な行
動制限など

自粛の要請など

【都市封鎖級】

感染限定期

感染休止期

３密の回避を含む「新しい生活様式」の徹
底

【警戒】

【ほぼ日常】

感染限定期

【注意】
【一部警戒】

感染移行期　前期

【警戒】

【警戒】

【注意】

感染移行期　後期

Ⅰ
相
当

Ⅱ
相
当

県内移動に関する行動制限 県境を跨ぐ移動に関する行動制限

　　　　　　「６段階警戒 レベル」と「レベル毎の行動制限」（新型コロナウィルス感染症対策）

外出禁止や休業の要請など 禁止の要請など

レ
ベ
ル

本県の警戒レベル 基本的行動内容
国警戒

ステージ

3

2

1

1

国
外
は
警
戒
以
上

感染移行期
　　以上

（感染状況が
厳しい地域の
状況等を評
価）

多数又は複数
の国・地域に
おいて感染が
拡がっている

（令和２年11月）



 
１１月１８日（水）現在は「警戒レベル４（県内警戒、県外警戒）」です。 
〔政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会による感染段階・ステージⅡ相当〕 

本県では、浜松市や静岡市等でクラスターが発生し、感染拡大が進行しており、感染流
行期が「感染移行期・後期」から「感染まん延期・前期」に移行しました。感染経路不明者数
が増加し、市中に見えない感染者がいる可能性があることから、細心の注意が必要です。 
 
東京都、愛知県、大阪府などの大都市地域や沖縄県のほか、全国で、多人数の会食やマ

スク非着用での歌唱などの感染リスクの高い行為により、クラスターが発生しております。 
 
北海道は、感染拡大に伴い、感染リスクが回避できない場合は、札幌市との往来を自粛

いただくとともに、札幌市以外の訪問に際しても、最大限の感染防止行動をお願いします。 
 
今後とも、県民の皆様一丸となって、感染防止を徹底しましょう。以下のような行動を心

がけていただくようお願いいたします。 
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ 新型コロナウイルスに感染しないためには、見えない感染者（※）に、 

「近づく可能性をどうすれば減らすことができるか」 

「知らずに出会っても、うつらないようにできるか」が、大切です。 

◎ 県内では、多人数の会食の際のマスク非着用などによりクラスターが発生しています。 

市中に見えない感染者がいる可能性もありますので、常に感染防止対策をお願いします。 

◎ 東京都、愛知県、大阪府等の大都市地域や北海道、沖縄県など感染拡大地域には、市中に

見えない感染者がいる可能性があります。多人数の会食やマスク非着用での歌唱、大声で

の会話等の感染リスクの高い行為、感染防止対策が不徹底な店舗等を回避し、「新しい生

活様式」による自衛措置を徹底してください。 

◎ 感染状況は地域で異なるので、訪問先又は来訪者の地域ごと行動を変えてください。 

【１１月１９日（木）以降】県境を跨ぐ不要不急の移動制限 

 

東京都、愛知県、大阪府等の大都市地域や北
海道、沖縄県など感染拡大地域には、市中に
見えない感染者がいる可能性があります。 
多人数の会食やマスク非着用での歌唱、大声
での会話などの感染リスクの高い行為のほ
か、感染防止対策が不徹底な店舗等を回避
し、「新しい生活様式」を徹底して下さい！ 

静岡県内では、マスク非着用での
歌唱や大声での会話などの感染
リスクの高い行為により、クラスタ
ーが発生したことから、この様な
行為は、厳に回避してください。 

次回発表予定日 
11 月 27 日（金） 

【凡例】県境を跨ぐ不要不急の移動制限 

 注意して訪問可（中央４県地域） 

 注意して訪問可 

 慎重に行動 

 特に慎重に行動 

 旧特定警戒都道府県 

 
北海道では、札幌市の繁華街等で
感染が拡大しており、感染リスクが
回避できない場合は、札幌市との
往来を自粛してください。 



 
◎県 内 移 動 に 関 す る 行 動 制 限 

○「三つの密」を回避するなど、「新しい生活様式」（別添）を徹底し、慎重に行動し 

てください。 

 ○静岡県内では、マスク非着用での歌唱や大声での会話などの感染リスクの高い行為に

より、クラスターが発生しており、この様な行為は、厳に回避してください。 

○訪問先の施設で、感染防止対策が十分行われているかは訪問前に必ず確認してくださ

い。対策が不十分な店への訪問については、慎重に検討してください。 
 

◎県境を跨ぐ不要不急の移動に関する行動制限 

１ 本県を出発する皆様へ 

 （静岡県の独自の評価によるものであり、外出の検討にあたっては、訪問先の県等が発

表している行動制限を尊重してください。） 
 
（１）全ての外出について、「新しい生活様式」を徹底し、自分や相手が感染しているか

もしれないという意識を持って、注意して行動してください。 
（２）北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、

奈良県、沖縄県への移動については､特に慎重に行動してください。 
   北海道では、感染リスクが回避できない場合、札幌市との往来を自粛して下さい。 
（３）茨城県、山梨県、岐阜県、滋賀県、京都府、熊本県への移動については、慎重に行

動してください。 
※訪問の際は、訪問地域の感染状況を把握し、訪問目的などを十分御検討ください。
「新しい生活様式」を徹底した上で、事前の行動計画の策定により滞在時間の短
縮や電車の混雑の回避などに努めるとともに、多人数の会食やマスク非着用での
歌唱、大声での会話などの感染リスクの高い行為のほか、感染防止対策が不徹底
な店舗等を回避するなど、最大限の感染予防行動をお願いします。 

 
（４）その他の県への訪問は、「新しい生活様式」など感染予防行動を徹底した上で、注

意して訪問をお願いします。長距離での移動は感染リスクを高めるほか、これまで感

染状況が少ない地域でも、急に感染が拡大している所があるため、訪問先の感染状況

や経由地に御留意ください。 
 
２ 本県を訪問される皆様へ 

（帰省する方、訪問者には、県民の皆様からも呼びかけてください。） 

（１）移動に際しての交通手段や移動の際の「新しい生活様式」に基づく行動の徹底に 

配慮してください。 

（２）北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、

奈良県、沖縄県の皆様は、訪問の際には、特に慎重な行動をお願いします。 

（３）茨城県、山梨県、岐阜県、滋賀県、京都府、熊本県の皆様は、訪問の際には、慎重

に行動してください。 
   ※御自身の体調管理に留意の上、無理な移動は回避し、来訪の際には、自身や相手

が感染しているかもしれないという視点に立ち、感染しない・させないよう「新し
い生活様式」の徹底等の感染予防行動をお願いします。 

 
（４）その他の県からの来訪は、長距離移動による感染リスクや経由地に御留意いただき、

注意して訪問をお願いします。 

（５）県民の皆様には、他都道府県から訪問される方が、既に感染しているかもしれない

という意識をお持ちいただき、「新しい生活様式」の徹底のほか、「三つの密」が

重なる場所に行かない、作らないなど、感染予防対策の徹底をお願いします。 
 
 

 

※見えない感染者：感染していても無症状や軽症で、自分が感染していることに気付いていない人。 
発症前 2日前から感染力があるなど、本人が知らないまま、他人に感染させてしまうリスクがある。 

厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）をインストールしましょう！ 





令和２年１１月１８日 
 

＜静岡県新型コロナウイルス感染症対策＞ 

「６段階警戒レベル」と「レベル毎の行動制限」の変更点 
 

時期 前回（11／14～11／20） 今回（11／18～11／27） 

レベル 
警戒レベル４ 

（県内警戒、県外警戒） 
変更なし 

県内移動
に関する
行動制限 

本県では、マスク非着用での歌唱や大
声での会話などの感染リスクの高い行
為により、クラスターが発生しており、
このような行為を厳に回避するように
呼び掛け 

変更なし 

県境を跨

ぐ不要不

急の移動

に関する

行動制限 

＜本県を出発＞ 

特に 
慎重に 
行動 

北海道、東京都、愛知県、
大阪府、沖縄県 

慎重に 
行動 

青森県、宮城県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、京都府、
兵庫県、奈良県 

注意して 
訪問可 

その他の県 

 
＜本県を訪問＞ 

特に 
慎重に 
行動 

北海道、東京都、愛知県、
大阪府、沖縄県 

慎重に 
行動 

青森県、宮城県、埼玉県、
千葉県、神奈川県、京都府、
兵庫県、奈良県 

注意して 
訪問可 

その他の県 
 

＜本県を出発＞ 

特に 
慎重に 
行動 

北海道、宮城県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
愛知県、大阪府、兵庫県、
奈良県、沖縄県 

慎重に 
行動 

茨城県、山梨県、岐阜県、
滋賀県、京都府、熊本県 

注意して 
訪問可 

その他の県 

 
＜本県を訪問＞ 

特に 
慎重に 
行動 

北海道、宮城県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
愛知県、大阪府、兵庫県、
奈良県、沖縄県 

慎重に 
行動 

茨城県、山梨県、岐阜県、
滋賀県、京都府、熊本県 

注意して 
訪問可 

その他の県 
 

 
＜変更点等＞ 

○ 宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、奈良県を、「慎重に行動」から、「特に

慎重に行動」に変更。 

○ 茨城県、山梨県、岐阜県、滋賀県、熊本県を、「注意して訪問可」から、「慎重に行動」

に変更。 

○ 青森県を、「慎重に行動」から、「注意して訪問可」に変更。 
 

○ 東京都、愛知県、大阪府等の大都市地域、沖縄県など感染拡大地域との交流について、

最大限の感染防止対策を講じるよう呼び掛ける。 

○ 北海道では、引き続き、札幌市内での飲酒を伴う場面などでは、感染リスクを回避する

行動の徹底をお願いする。 

＜長時間の飲酒を避ける、大声で話さない、食事中以外はマスクを着用する＞ 

すすきの地区では、22 時から翌 5 時までの間、酒類を提供する施設の利用を控えてい

ただくようお願いする。 
 

○ それ以外の地域では、急に感染が拡大する場合があることから、訪問前に現地情報を収

集し、感染防止のための自衛措置を徹底いただくようお願いする。  
（※県内各市町ごとの累計陽性者数は、市町の要望を踏まえ添付しております。） 



 


